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平成３０年２月阿見町教育委員会定例会議事録  

 

会議日時 平成３０年２月２０日（火）午後３時３０分 

会議場所 阿見町役場 第 1 委員会室 

出席委員 

出席者 

教育長 菅 谷 道 生 

委 員 田 邉  勉 

委 員 立 原 順 子 

委 員 中 島 雅 己 

委 員 岡 田 治 美 

欠席者 

 

委員以外 

の出席者 

教育次長  学校教育課長  指導室長 

生涯学習課長兼中央公民館長  給食センター所長 

学校教育課長補佐   

議  題 

議案第 ９号  阿見町スクールソーシャルワーカー設置規則に

ついて 

議案第 １０号 阿見町本郷地区新小学校建設検討委員会規則を

廃止する規則について 

議案第 １１号 阿見町本郷地区新小学校開校準備委員会規則を

廃止する規則について 

議案第 １２号 阿見町附属機関の設置に関する条例の一部を改

正する条例について 

議案第 １３号 阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

議案第 １４号 阿見町立小中学校スクールバス事業実施要綱に

ついて 

議案第 １５号 平成２９年度阿見町一般会計補正予算案（教育

費）について 

議案第 １６号 平成３０年度阿見町一般会計予算案（教育費）に

ついて 

議案第 １７号 平成２９年度要保護及び準要保護児童生徒の認

定について 

平成３０年２月教育業務報告及び平成３０年３月教育業務予定 

傍 聴 者  なし 

議 事 概 要 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 阿見町教育委員会会議規則第８条の規定により、ただいまより、

２月教育委員会定例会を開会します。 

 

 まず、会議録の確認ですが、１月の定例会会議録についてお伺い

します。会議録については、皆様に配付したとおりでよろしいでし

ょうか。 

 

 異議なし。 



2 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 次に、本日の教育委員会定例会の議事録署名人について、阿見町

教育委員会会議規則第１７条の規定により、田邉委員を指名しま

す。 

 

 次に、審議事項に入ります。 

 

 それでは、議案第９号について事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

 ○議案第９号 阿見町スクールソーシャルワーカー設置規則に

ついて 

 

 資料の１ページをご覧ください。スクールソーシャルワーカー

は、いじめ・不登校・暴力行為その他の学校生活上の諸問題の背景

にある生活環境の調整及び改善を図るものです。 

 阿見町にスクールソーシャルワーカーを設置するにあたり、設置

規則を定めたいので承認を求めます。 

 

 ただいま事務局より、議案第９号の説明がありましたがご質問等

ございましたらお願いします。 

 

 定員が１名とありますが、少なくはないのですか。 

 

 今回は、予算の関係で１名の設置となります。しかし、今後の実

績や効果で人員を増やすことも考えております。 

 

 どのような効果がありますか。 

 

 学校問題には様々なケースがあります。それらの諸問題に、臨機

応変に対応できるようになります。また、急を要する問題に対して、

迅速に対応ができます。 

 

 それでは、議案第９号について承認することにご異議ありません

か。お諮りします。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認め、議案第９号については承認されました。 

 

 次に、議案第１０号及び第１１号について、事務局より説明をお

願いいたします。 

 

 ○議案第１０号 阿見町本郷地区新小学校建設検討委員会規則

を廃止する規則について 
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教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 ○議案第１１号 阿見町本郷地区新小学校開校準備委員会規則

を廃止する規則について 

 

 資料の４～５ページをご覧ください。平成２９年度に新小学校の

建設・開校等に関する事務が完了することに伴い、阿見町本郷地区

新小学校建設検討委員会規則並びに開校準備委員会規則を廃止す

るものです。ご承認をお願いいたします。 

 

 ただいま事務局より、議案第１０号及び第１１号の説明がござい

ましたがご質問等ありましたらお願いします。 

 

 それでは、議案第１０号及び第１１号について承認することにご

異議ありませんか。お諮りします。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認め、議案第１０号及び第１１号については承認され

ました。 

 

 次に、議案第１２号について事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

 ○議案第１２号 阿見町附属機関の設置に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

 こちらは、議案第１０号及び第１１号に伴い条例の内容を改める

ものです。両委員会に関する内容を削除するものです。 

 

 ただいま事務局より、議案第１２号の説明がございましたがご質

問等ありましたらお願いします。 

 

 それでは、議案第１２号について承認することにご異議ありませ

んか。お諮りします。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認め、議案第１２号については承認されました。 

 

 次に、議案第１３号について事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

○議案第１３号 阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 
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教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 こちらは、議案第９号及び第１２号に伴い条例の内容を改めるも

のです。新小学校建設検討委員会及び開校準備委員会委員に関する

内容を削除し、新たに、スクールソーシャルワーカーを加えること

に承認を求めます。 

 

 ただいま事務局より、議案第１３号の説明がございましたがご質

問等ありましたらお願いします。 

 

 それでは、議案第１３号について承認することにご異議ありませ

んか。お諮りします。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認め、議案第１３号については承認されました。 

 

 次に、議案第１４号について事務局より説明お願いいたします。 

 

 ○議案第１４号 阿見町立小中学校スクールバス事業実施要綱

について 

 

 資料の１２～１８ページをご覧ください。学校の統廃合等に伴

い、阿見小学校、本郷小学校、阿見中学校、竹来中学校でスクール

バスを運行します。こちらは、遠距離通学の必要性が生じている児

童・生徒について、通学距離に係る教育条件の平準化を図るため、

スクールバス事業に関し必要な事項を定めるものです。 

 

 ただいま事務局より、議案第１４号の説明がございましたがご質

問等ありましたらお願いします。 

 

 コースやバス停については、実穀小学校と吉原小学校の保護者と

検討して決定したのですか。 

 

 対象となる児童及び生徒の保護者にアンケートを実施して、どこ

をバス停にし、どのバス停で誰が乗降するのか決定しました。検討

委員会で運行ルート等を協議し、現地の確認及び試運転を行ったう

えで了承を得ております。また卒業生や新入生がある場合は、その

都度、運行するコース及びバス停を検討する形になります。 

 

 今まで運行していた、竹来中学校のスクールバスに変更はありま

せんか。 

 

今まで、竹来中学校のスクールバスは有料で運行していたのです

が、今回はそれを廃止してすべて無料になるように変更いたしまし

た。 
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教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 それでは、議案第１４号について承認することにご異議ありませ

んか。お諮りします。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認め、議案第１４号については承認されました。 

 

 次に、議案第１５号及び第１６号について、事務局より説明をお

願いいたします。 

 

 ○議案第１５号 平成２９年度阿見町一般会計補正予算案（教育

費）について 

 

 ○議案第１６号 平成３０年度阿見町一般会計予算案（教育費）

について 

 

 はじめに、議案第１５号についてです。資料の１９～２３ページ

をご覧ください。 

歳出については、教育費全体で減額補正となります。主なものと

しては、教育総務費として事務局費の減額。小学校費と中学校費で、

学校管理費及び教育振興費の減額。社会教育費として図書館費等の

減額。保健体育費として保健体育総務費及び体育施設費の減額とな

っております。 

 歳入については、理科教育設備整備費等補助金の増額。防衛補助

事業完了による民生安定施設整備事業補助金の減額となっており

ます。 

 次に、議案第１６号についてです。資料の２４～３２ページをご

覧ください。 

歳出については、主なものとして、前年度比で教育総務費の増額。

小学校費の減額。中学校費の増額。社会教育費の増額。保健体育費

の増額となっております。 

 歳入については、主なものとして、前年度比で分担金及び負担金

の減額。使用料及び手数料の減額。国庫支出金の減額。諸収入の減

額となっております。 

 

 ただいま事務局より、議案第１５号及び第１６号の説明がござい

ましたがご質問等ありましたらお願いします。 

 

 補正予算で、中学校費の学校施設整備事業の維持補修工事を大き

く減額していますが、なぜですか。 

 

 学校施設整備事業には多くの事業があります。資料の金額はそれ

ぞれの事業の差額を積み上げたものなので、大きな減額になってい

ます。 
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委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 図書館費の委託料の減額は、どのような内容ですか。 

 

 現在、図書館のエアコンが故障しており、来年度に修理の工事を

発注します。今年度にエアコンの設計業務を行ったのですが、予算

よりも安く済みましたので、その差額になります。 

 

 余ったお金を他の事業に使うことはできないのですか。 

 

 余ったお金については、必ず減額して議会にかけます。他の事業

に使う場合は、議会の承認を得てから、新たに入札する形になりま

す。予算が単年度式で議会が年に４回なので、上手く活用すること

が難しい状況です。 

 

 議案第１６号で、歳出と歳入の合計が違うのですが、なぜですか。 

 

 資料には、教育委員会が所管するものだけを抜粋して、それに関

係するものだけを載せているため合計が異なります。 

 

 それでは、議案第１５号及び第１６号について承認することにご

異議ありませんか。お諮りします。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認め、議案第１５号及び第１６号については承認され

ました。 

 

 次に、議案第１７号について事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

 ○議案第１７号 平成２９年度要保護及び準要保護児童生徒の

認定について 

 

 別紙資料をご覧ください。個人情報となりますので、資料は回収

させていただきます。要保護及び準要保護児童生徒の認定について

は、阿見町就学援助規則により、経済的理由により就学困難な児童

生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助する制度です。今回

は平成２９年度の追加認定分となり、準要保護児童生徒が２名とな

ります。 

 

 ただいま事務局より、議案第１７号の説明がございましたがご質

問等ありましたらお願いします。 

 

 それでは、議案第１７号について承認することにご異議ありませ

んか。お諮りします。 
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委員 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認め、議案第１７号については承認されました。 

 

 次に、２月の教育業務報告及び３月の教育業務予定を事務局から

お願いいたします。 

 

 ○平成３０年２月教育業務報告 

 

 １日教育委員会定例管理職会、文化芸術振興審議会、２日跡地利

活用要望書提出、国体カウントダウンボード点灯式、教育長会議、

町臨時校長会、３日町ＰＴＡ連絡協議会・懇親会、７日人事面接、

市町村教育長協議会冬期研修会、８日いきいき学校保健委員会、阿

見町教育振興基本計画策定委員会、９日第５回阿見第二小学校検討

委員会、１０日朝日中学校創立記念日、１３日いきいき学びの町Ａ

ＭＩ推進本部、１５日いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議、人事面接、

１６日区長会長面会、幼保小連絡協議会、１８日町長選挙、２０日

町校長会、教育委員会定例会、２１日議会全員協議会、第３回教育

支援委員会、２２日部課長会議、２４日学童野球新人戦大会、２８

日教育委員会定例管理職会、町教頭会 

 

 ○平成３０年３月教育業務予定 

 

 １日議会定例会開会、町教務主任会、２日議会一般質問、３日あ

さひ小学校施設見学会、４日霞ケ浦清掃大作戦、５日議会一般質問、

７日議会予算特別委員会、第６回新小学校開校準備委員会、８日第

５回阿見小学校・吉原小学校統合準備委員会、９日議会民生教育常

任委員会、１１日霞ケ浦清掃大作戦（予備日）、１３日阿見中学校

卒業式、１４日給食センター運営委員会、１５日臨時教育委員会（予

定）、第５回実穀小学校・本郷小学校統合準備委員会、１６日議会

定例会閉会、議会議員懇親会、町校長会、１９日舟島小学校卒業式、

予科練平和記念館運営協議会、２２日社会教育委員会、２３日修了

式、教育委員会定例会（予定）、２４日吉原小学校閉校記念式典、

実穀小学校閉校記念式典、２５日「まとい」受章祝賀会、３０日教

職員退職者辞令交付式 

 

 ２月の教育業務報告の跡地利活用要望書提出は、実穀小学校及び

吉原小学校の跡地の利活用について、地域の方々の要望書が提出さ

れました。 

 また、阿見第二小学校検討委員会では、阿見小学校との統合を５

年後の２０２３年４月にするという結論が出されました。また、阿

見小学校への学校再編を理由とした指定校変更を認めることにな

りました。なお、９日の検討委員会で最後となります。 
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教育長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

 

 ただいま事務局より、２月の教育業務報告及び３月の教育業務予

定について説明がありましたが、ご質問等ございましたらお願いし

ます。 

 

 それでは、その他連絡事項について説明をお願いいたします。 

 

 その他連絡事項について説明いたします。 

（その他連絡事項については下記記載のとおり） 

 

 ありがとうございました。その他ございませんか。 

 

 以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

 

そ の 他 連 絡 事 項 等 

事 務 局 

 

○次回の教育委員会臨時会 平成３０年３月１５日（木）午後４時００分 

○次回の教育委員会定例会 平成３０年３月２３日（金）午後３時３０分 

○教育委員会事務局の各担当部署からの報告連絡 

（報告連絡内容については記載省略） 

閉会 午後 ５：１５    

 

 

議事録署名    平成  年  月  日 

 

                      教 育 長 

 

委   員 


